
豊田市物品等競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市契約規則（昭和３９年規則第２８号。以下「規則」という。）第５条、

第２０条から第２２条まで及び第２５条の規定に基づき、豊田市が発注する物品購入等及び業務

委託（以下「物品等」という。）の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び選定に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）物品購入  物品の購入、製造、修繕及び改造並びに印刷製本費に係るものをいう。 

（２）物品借入  物品の借入れに係るものをいう。 

（３）物品売払  物品の売払いに係るものをいう。 

（４）物品購入等 物品購入、物品借入及び物品売払をいう。 

（５）業務委託  工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量以外の委託をいう。 

（６）業  者  物品の製造、販売、買受け及び役務の提供の請負を業として営む者をいう。 

 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第３条 規則第５条第１項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、

次の各号に掲げる業者ではないものとする。 

（１）入札参加資格審査申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をした者又は

重要な事実について記載しなかった者 

（２）関係法令の規定により必要とされる資格を取得していない者 

 

（一般競争入札の参加資格審査申請） 

第４条 物品等の一般競争入札の入札参加資格審査の申請は、あいち電子調達共同システム(物品

等)（以下「電子調達システム（物品等）」という。）を利用して行うものとする。ただし、別表

第１に掲げる書類は、別に提出するものとする。 

 

（一般競争入札の参加資格審査申請の時期） 

第５条 前条に規定する申請の時期は、定時受付と随時受付に区分し次のとおりとする。 

（１）定時受付は、隔年度ごとの１月４日から２月１５日の間とする。ただし、当該応答日が閉庁

日となる場合には、翌日とする。 

（２）随時受付は、毎年４月１日から３月末日（定時受付年度については、１月末日）までの間と

する。ただし、日曜日、土曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までの日を除くものとす

る。 

 

（資格者名簿） 

第６条 規則第５条第３項に規定する資格を有する者の名簿（以下「資格者名簿」という。）は、

電子調達システム（物品等）を利用して作成し、登録するものとする。 

２ 資格者名簿は、電子調達システム（物品等）を利用して公表する。 

３ 資格者名簿の有効期間は２会計年度とする。ただし、次の資格者名簿が作成されるまでの間は、

なお従前の資格者名簿は有効であるものとみなす。 

４ 資格者名簿に登録された業者が、第３条各号のいずれかに該当することになった場合は、その

資格を取り消すことができるものとする。 

 

（指名競争入札の参加者の資格） 

第７条 第３条から前条までの規定は、指名競争入札について準用する。 



（指名運用基準） 

第８条 業務委託における指名運用基準は別表第２のとおりとし、指名競争入札における業者の選

定の基準は、別表第３のとおりとする。 

 

（指名の制限） 

第９条 契約担当者は、次の各号に掲げる者を指名してはならない。 

（１）契約の履行について、その性質上特殊な技術又は生産設備を有する者に行わせる必要がある

ときは、当該技術又は生産設備を有しない者 

（２）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著

しく不健全である者 

（３）事業協同組合その他の組合を指名する場合において､当該組合の構成員であるとき。 

（４）契約の履行が不誠実であって、その状態が改善されていないとき。 

 

（入札参加者の指名定数） 

第１０条 規則第２２条第１項の規定による指名数の基準は、別表第４のとおりとする。ただし、

当該物品購入等及び業務委託の種類・性質等によりこの基準によることが適当でないと認められ

る場合は、この限りではない。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。 

（豊田市業者選定要綱の廃止） 

２ 豊田市業者選定要綱（平成１１年４月１日施行）は、廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年７月１日から施行し、改正後の豊田市物品等競争入札参加者の資格審査 

及び指名等に関する要綱の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

 

 

 



別表第１（第４条関係）  

入札参加資格申請提出書類 

（１）電子申請とは別に共通審査自治体に提出する書類 

①法人の場合 

書 類 名 備  考 

別送書類送付書 電子調達システム（物品等）から印刷したもの。 

履歴事項全部証明書又は登記簿謄本 法務局で発行。 

納税証明書（国税） 

(未納の税額がないことの証明） 

税務署で発行。「法人税」、「消費税及び地方消費税」の納

税証明書 《その３の３》 

納税証明書（愛知県税） 

（未納の税額がないことの証明） 

愛知県の県税事務所で発行。「法人県民税」、「法人事業

税」、「自動車税」の納税証明書 

 愛知県内に事業所がない者等で納税証明書（愛知県税）

が受けられない場合は「愛知県税の納税義務がないことの

申出書」を提出。書類は、電子調達システム（物品等）か

らダウンロードしてください。 

※ 書類は、申請日（申請データ送信日）において発行日より３か月以内のもの（写し可）。 

 

②個人の場合 

書 類 名 備  考 

別送書類送付書 電子調達システム（物品等）から印刷したもの。 

身元（分）証明書 本籍地の市区町村で発行。 

登記されていないことの証明書（後見・保佐・

補助を受けていないことの証明） 

全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課窓口で発行。

また、東京法務局では、郵送申請も可能。 

納税証明書（国税） 

（未納の税額がないことの証明） 

税務署が発行する納税証明書。「所得税」、「消費税及び地

方消費税」の納税証明書 《その３の２》 

納税証明書（愛知県税） 

（未納の税額がないことの証明） 

愛知県の県税事務所で発行。「個人事業税」、「自動車税」

の納税証明書 

 愛知県内に事業所がない者等で納税証明書（愛知県税）

が受けられない場合は「愛知県税の納税義務がないことの

申出書」を提出。書類は、電子調達システム（物品等）か

らダウンロードしてください。 

※書類は、申請日（申請データ送信日）において発行日より３か月以内のもの（写し可）。 



（２）電子申請とは別に豊田市に提出する書類（各１部）（郵送可） 

書  類  名 対 象 備 考 

別送書類送付書［入札参加資格申請：団

体審査］ 
豊田市に申請を希望する者 

電子調達システム（物品等）

から印刷したもの。 
 豊田市が共通審査自治体の

場合は不要。 

納税証明書（豊田市税） 
（又は「豊田市税の納税義務がないこと

の申出書」） 
豊田市に申請を希望する者 

豊田市役所市民課、支所、出

張所、駅西口サービスセンター

で発行。証明の種類は「完納証

明」 
豊田市内に事業所がない者

等で納税証明書が受けられな

い場合は様式第１号「豊田市税

の納税義務がないことの申出

書」を提出。 

産業廃棄物収集運搬・処分業許可データ

票 

営業種目（細分類）「産業廃棄

物処理（収集・運搬）及び（処

分）、特別管理産業廃棄物（収

集・運搬）及び（処分）」を希

望する者 

様式第２号「産業廃棄物収集運

搬・処分業許可データ票」 

許可証の写し 

営業種目（細分類）「産業廃棄

物処理（収集・運搬）及び（処

分）、特別管理産業廃棄物（収

集・運搬）及び（処分）」を希

望し許可証を有する者 

産業廃棄物処理（収集・運搬）、

産業廃棄物処理（処分）、特別

管理産業廃棄物処理（収集・運

搬）、特別管理産業廃棄物処理

（処分）許可書 

電子マニフェストの加入証の写し 

営業種目（細分類）「産業廃棄

物処理（収集・運搬）及び（処

分）、特別管理産業廃棄物（収

集・運搬）及び（処分）」を希

望し電子マニフェストの加入

証を有する者 

（社）愛知県産業廃棄物協会で

発行 
（電話052-332-0346） 

※納税証明書は、申請日（申請データ送信日）において発行日より３か月以内のもの（写し可）。 
 

 



別表第２（第８条関係） 

指名運用基準 

項目 内容 

１ 不誠実な行為の

有無 
次の事項に該当する場合は指名しないこと。 

（１）豊田市入札参加停止要綱に基づく指名入札参加期間中であること。 

（２）「豊田市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置

を受け、その期間中であること。 

（３）本市発注の業務委託に係る契約に関し、契約書に基づく関係者に関する措

置要求に契約者が従わないこと等、契約の履行が不誠実であり、当該状況が

継続していることから、契約者として不適当であると認められること。 

（４）前各号に定めるもののほか、契約者として不適当であると認められること。

２ 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、

経営状況が著しく不健全である場合は指名しないこと。 

３ 手持ち業務の状

況 
手持ち業務の件数、金額、進捗状況等からみて、当該業務を実施する能力があ

るかどうかを総合的に勘案すること。 

４ 技術的適性 （１）契約の履行について、その性質上特殊な技術又は生産設備を有する者に行

わせる必要があるときは、当該技術又は生産設備を有しない者の場合は指名

しないこと。 

（２）次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 

ア 当該委託業務等と同種の業務等について相当の実績があること。 

イ 当該委託業務等の履行に必要な業務管理、品質管理等の技術的水準と同程

度と認められる技術的水準の業務実績があること。 

ウ 発注予定種別に応じ、当該委託業務等を履行するに足りる有資格技術職員

が確保できると認められること。 

５ 安全管理及び労

働福祉の状況 
次の事項に該当する場合は指名しないこと。 

（１）安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する

改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約者として不

適当と認められるとき。 

（２）賃金不払いに関し労働基準監督署等からの指導があり、当該状況が継続し

ている場合であって、明らかに契約者として不適当と認められるとき。 



別表第３（第８条関係） 

 指名競争入札における業者選定基準 

選定項目順位 選定における資格要件 

１ 欠格要件等の

有無 

別表第２に定める項目の不誠実な行為の有無、経営の状況、手持ちの状況、技術

者の有無、安全管理及び労働福祉に関して、総合的に勘案する。 

２ 地理的条件 優先順位として、①市内本店業者 ②準市内業者 ③県内本店業者、④県外本店

業者で県内に契約締結先を有する業者、⑤県外本店業者の順とする。 

３ 技術的適性 ①当該委託業務に必要となる法令による許可・登録の資格を有している者 

②官公庁最高実績が当該業務の概ね５０%の業務実績を有する者もしくは類似業務

について過去に豊田市又は他の自治体での実績を有する者 

特殊な委託等は、経営規模、業務実績、技術力等を総合的に個別判断して履行可

能な者を選定する。 

③有資格者・技術者の残数 ≧ １ 

同種業務の専門性を有し、同業種希望をする者 

④保有設備、資機材等を有する者 

⑤指名回数の考慮 

当該委託業務の前年度受注した者 

 

別表第４（第９条関係） 

指名業者数の基準表 

（１）物品購入等 

予 算 金 額 等 指名数 

８０万円を超え  ５００万円以下 ４人以上 

５００万円以上 １，０００万円未満 ５人以上 

１，０００万円以上 ３，０００万円未満 ６人以上 

３，０００万円以上 ７人以上 

備考 物品借入は、８０万円を年額換算額４０万円と読み替えてこの基準を適用する。 

 

（２）業務委託 

設 計 金 額 指名数 

５０万円を超え    ３００万円未満 ４人以上 

３００万円以上    ５００万円未満 ５人以上 

５００万円以上 ６人以上 

 
  


